
消費者委員会後
準備整い次第

食品表示基準改正

令和７年度内
予定

食品表示基準改正案について消費者委員会（食品表示部会）へ諮問

懇談会後
準備整い次第

食品表示基準改正案についてパブリックコメント（１ヶ月間）

令和７年
12月19日

食品表示基準の改正内容案について、令和７年度食品表示懇談会に報告

食品表示基準の改正スケジュール（案）

１ 個別品目ごとの表示ルール（旧JAS法由来事項）の見直し
２ 個別品目ごとの表示ルール（旧食品衛生法由来事項）の見直し
３ その他今年度行う改正事項

経過措置期間：分科会で検討した改正については、前年の改正と揃え、令和12年3月31日

資料７

令和７年１月～
11月まで

個別品目ごとの表示ルール見直し分科会での検討事項
旧JAS法由来事項

旧食品衛生法由来事項

果実飲料、豆乳類、乾燥スープ、風味調味料、しょうゆ、凍り豆腐、乾めん類、削りぶし、
煮干魚類、食酢、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、食用植物油脂、農産物漬物、
トマト加工品、にんじんジュース及びにんじんミックスジュース、ウスターソース類、ハム類、
プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ、混合ソーセージ、ベーコン類


